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＜農業者団体、地方公共団体に対するパンフレット＞

このパンフレットは平成１８年１０月１
日現在のものであり、随時更新します。
最新の内容については、農林水産省

総合食料局ホームページ
（http://www.syokuryo.maff.go.jp/）
の米政策改革情報をご確認下さい。

平成１８年１０月

農林水産省

○ 19年産から新たな需給調整システムへの移行が決定
○ 米政策改革の支援策の概要
○ 新たな需給調整システムへの円滑な移行に向けた体制づくり

○ 平成19年産から新たな需給調整システムへ移行す
ることが決まりました。

○ 米政策改革の支援策の内容が、明らかとなりまし
た。

・ 米政策改革推進対策の見直し
・ 新たな産地づくり対策について
・ 地域水田農業ビジョンの高度化・実現に向けて
・ 稲作構造改革促進交付金について
・ 集荷円滑化対策の拡充
・ 関連する対策の概要

○ 平成19年産からの新たな需給調整システムとは？

○ 新たな需給調整システムへの円滑な移行に向けた
体制づくりをしましょう！

・ すべての方針作成者が実質的に参画する体制
の整備

・ 生産調整方針に参加する農業者の明確化
・ 個人情報の取り扱いに注意！！
・ 地域協議会の構成員の役割の明確化
・ 生産調整の実効性の確保
・ チェックリストを活用し、体制整備を確認し

ましょう！

○ 地域における国（農政事務所等）の取組

○ お問い合わせ先

・・・・ Ｐ.１

・・・・ Ｐ.１

・・ Ｐ.２
・・ Ｐ.３
・・ Ｐ.４
・・ Ｐ.６
・・ Ｐ.９
・・ Ｐ.10

・・・・ Ｐ.12

・・・・ Ｐ.19

・・ Ｐ.20
・・ Ｐ.21
・・ Ｐ.22
・・ Ｐ.23
・・ Ｐ.25

・・ Ｐ.27

・・・・ Ｐ.31

・・・・ Ｐ.32
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-１-

米政策改革については、平成22年度までに「米づくりの本来あ
るべき姿」の実現に向けて、取組を進めているところです。
このうち米の需給調整については、本年2月から7月までの間、

農業者・農業者団体の主体的な需給調整システム（新たな需給調
整システム）への移行に向けた条件整備等の状況を検証するため、

「新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会（検証検討会）」
を開催し、併せて検討の経過を「食料・農業・農村政策審議会総合食料分科
会食糧部会」に報告するとともに、検証の議論を行ってきました。
このような議論を踏まえ、19年産からの品目横断的経営安定対策の導入と
併せて19年産から新たな需給調整システムに移行することが経営所得安定対
策等実施要綱（7月21日省議決定）において決定され、7月31日には検証検
討会で取りまとめられ、食糧部会へ報告・了承されました。

「経営所得安定対策等実施要綱」において決定された平成19年度からの国の
支援策及び関連対策の概要をご紹介します。

平成19年度からの国の支援策等

・ 関連する対策の概要

・ 新たな産地づくり対策について

・ 稲作構造改革促進交付金について

・ 集荷円滑化対策の拡充

・ 米政策改革推進対策の見直し

・ 地域水田農業ビジョンの高度化・実現に向けて

第５回検証検討会（７月31日）の取りまとめ

19年産以降の米の需給調整については、その条件整備等の状況に関する検証結果の整理
として、農業者・農業者団体の主体的な取組に対し、国、地方公共団体が食糧法に定めら
れた役割を引き続き的確に発揮することによりこれを適切に支援しつつ、特に、地域にお
ける関係者の積極的な参加の下での地域協議会の体制の整備や担い手の育成・確保との十
分な連携を図りながら、「経営所得安定対策等実施要綱」によって推進すべきである。

◎

◎

◎

◎

○麦・大豆品質向上対策

○畑地化推進対策

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田農業構造改革の推進
（担い手の育成）

特別調整促進加算（超過達成等）

稲作所得基盤確保対策

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物
の産地づくり

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

品目横断的経営安定対策へ移行〕

その実効性を確保し、実施〕

産地づくり対策

○耕畜連携推進対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象

にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

米価下落対策の基本的な仕組み

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

当面の

措置

現 行 見直し後

メニュー
○産地づくり交付金

メニュー

・米の生産調整の推進

・水田を活用した作物
の産地づくり

稲作所得基盤確保対策

・水田農業構造改革の
推進（担い手の育成）

・米の価格下落等に応
じた支払い（品目横断
的経営安定対策加入
者は対象者から除く）

従来の産地づくり交付
金部分と積算を分けて
提示

※

担い手経営安定対策

集荷円滑化対策

〔

〔

産地づくり対策

米価下落の一部を補てんする

一定の要件を満たす担い手を対象

にした稲得の上乗せ

豊作による過剰米を区分出荷・保管

新たな産地づくり対策（平成19年度～平成21年度）

現 行 見直し後

○産地づくり交付金及び稲作構造改革促進交付金

メニュー

注）水田の利活用対策として、産地づくり対策とは別途に
・ 耕畜連携水田活用対策
・ 水田における過去の生産実績がない案件等への対応
を実施

※

・ 面積による定額払いとし、
生産者拠出金を廃止。価格
変動方式ではなく、固定方
式を基本としての支払（ただ
し、経営安定対策による補
てんの範囲内）

・ 交付単価について、担い
手への集積に取り組む場合
の加算を設けた二階建て

・ 交付面積は担い手の育成・
増加の見通し等を踏まえて、
期間中に漸減するようあら
かじめセットし、経営安定対
策への移行を誘導

-２-

新需給調整システム
定着交付金（特別調整
促進加算を見直し）
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○ 地域の特色ある水田農業の展開を図るため、地域の実情に応じて、地域自らの創意工夫で
作成する地域水田農業ビジョン（ビジョン）に基づいて実施する取組を支援します。

また、現行対策と同様、産地づくり交付金の使途・単価は地域自らが決定し、対策期間中
は一定額を交付する仕組みです。

○ 水田農業の構造改革の実効をあげるため、国のガイドラインに担い手支援に向けた具体的
な使途を列挙することとし、担い手への重点的な活用を促進します。

都道府県別配分の考え方

交付金のより効果的な活用を促進する観点から、現行対策期間中の各地域の努力を的確に反映します。

具体的には、

① 現行対策期間中の麦・大豆・飼料作物等の作付状況

（例えば、H15→H18の麦・大豆・飼料作物等の作付の増減）

② 需給調整の実施状況 （例えば、生産調整の実施状況、集荷円滑化対策への加入状況）

③ 担い手の育成・確保状況 （例えば、認定農業者の確保状況）

④ 直近の米の需要見通し（例えば、H16→H19の米の需要見通し（目標数量）の増減） 等

・担い手に対する単価の上乗せ
・担い手への農地集積・作業の受委託への助成
・担い手を中心とする合理的な土地利用への助成

（例）

○ 新たな需給調整システムの下での円滑な取組のため、当面の措置として実施します。

○ 県段階の判断により、使途・単価を決定します。

○ 都道府県別配分については、自県産米の販売状況などを踏まえ着実な需給調整に取り組も
うとする産地のインセンティブとなるよう、現行の特別調整促進加算に比べた増額分（100
億円）については前年度の水田における作物の作付状況を踏まえて、毎年、配分の見直し
を行います。

○ 産地づくり交付金（本体）との融通について
まずは、都道府県協議会において、県域段階で推進すべき事項を真摯に検討してください。

その上で、必要に応じて現行対策同様、産地づくり交付金（本体）との融通を行うことは可
能としています。

使途

① 超過達成（大幅に米の作付けを減少させる場合）

② 地域振興作物（従来は対象外であった麦・大豆・飼料作物の取組も可）

③ その他の意欲的な生産調整の取組

-３-

新たな産地づくり交付金の概要新たな産地づくり交付金の概要

〇 産地づくり交付金（本体）

〇 新需給調整システム定着交付金

19年度に向けたビジョンの改訂と毎年度の進行管理の徹底

-４-

米政策改革の第２ステップに向け、円滑なスタートを！

19年からの米政策改革の第２ステップに向けて、残された期間はわずか
です。
次期対策を地域にとって実り多いものとするためにも、対策推進の肝

となるビジョンの見直しを計画的・戦略的に進めていきましょう。

ビジョンの実現のためには､地域関係者が一体的に取り組むことが重要！

まずは、現行対策の達成状況の確認から！

毎年度の進行管理が成功の秘訣！

現行対策期間における取組状況を踏まえて、ビジョンの目標を達成し
ているか、また、産地づくり交付金が効果的に活用されているか、デー
タ等を基に的確に把握しましょう。

一部の関係者だけの閉鎖的な議論では、地域全体へ考え方の浸透は進
みません。集落や農業者に地域農業の問題点を伝え、危機感・問題意識
を持ってもらうこと、そしてできる限り幅広く意見を汲み上げることに
より「当事者意識」をもってもらうことがビジョンの実効性を左右しま
す。また、地域協議会の議論は、関係者の誰しもが情報を共有できるよ
う、さらには、公正で透明性のある議論を行うためにも、公開とするこ
とが極めて重要です。

次期対策の対策期間は３年間です。一度方針を決めたからと言って３
年間を漫然と過ごすのではなく、毎年度の取組状況をデータで把握し問
題点をあぶり出す、そして必要に応じて目標を見直す、さらには産地づ
くり交付金の重点の置き方を見直すといった進行管理が重要です。「先
進地」といわれる地域の成功の裏には、このような地道な取組が必ずあ
るのです。
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ビジョンの改訂のポイント

毎年度の進行管理

要綱・要領において毎年の点検・見直しを義務付けるとともに、結果の報告・審査・指導
体制を明確化します。

○地域協議会の議論の透明化

議論の公正・透明性の確保のため、原則公開とします（担い手リストを含む）。

-５-

① 地域水田農業の改革の基本的な方向
・３年間の取組による目標の達成状況を踏まえ、地域の弱点を克服する方向でビジョンの
見直しをしましょう。

② 達成状況の確認
・現行対策の３年間の成果について、統計や意向調査などを基に現状や問題点を数値化
して的確に捉えていますか。

・現状や問題点に即した目標となっていますか。目標の再設定の必要はありませんか。
・特に担い手育成・確保運動を踏まえたビジョンの担い手リストの見直しは行っていますか。

③ 産地づくり交付金の活用の見直し
・需要に応じた生産を推進する観点から、地域の振興作物や何をウリ（高品質、オンリー
ワン等）にするかを明確にし、それを伸ばすような使途となっていますか。
・担い手育成・確保の加速化のために使途の見直しを行っていますか。

④ 関係者が一体となった見直し
・農業者、集落、生産調整方針作成者等関係者の意見を十分に汲み上げる体制となって
いますか（集落説明会やアンケート調査等により、地域農業の問題点を伝え、その上で
意見をくみ上げる体制づくり）。

・ホームページや広報誌等を活用し、見直しの内容が関係者に十分に周知される体制と
なっていますか。

・ビジョンの進行管理体制の構築及び進行状況の把握・評価
・評価、それに基づいた見直し状況について都道府県協議会に報告

・ビジョンの進行管理体制の構築及び進行状況の把握・評価
・評価、それに基づいた見直し状況について都道府県協議会に報告

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

産地づくり計画の承認申請の際、報告

・地域協議会からの報告内容の審査、助言・指導の実施
＜地域協議会の取組をチェックリスト化し確認＞

・地域協議会の報告内容及び都道府県協議会の指導方針等を国に報告

・地域協議会からの報告内容の審査、助言・指導の実施
＜地域協議会の取組をチェックリスト化し確認＞

・地域協議会の報告内容及び都道府県協議会の指導方針等を国に報告

都道府県水田農業推進協議会都道府県水田農業推進協議会

報告内容をとりまとめ、必要に応じ助言・指導等を実施。報告内容をとりまとめ、必要に応じ助言・指導等を実施。国国

産地づくり計画の協議の際、報告

・生産者拠出なし
・補てんの単価は地域で設定。
・基本は、あらかじめ地域で設定
した単価での定額補てん。ただ
し、減収幅が小さい場合は、減
収の９割まで。

【米価下落に応じた支払】

基
準
収
入

当
年
収
入

減
収
の
９
割

減収幅が
小さい場合

減
収

当
年
収
入一般部分

担い手
集積加
算

単価

〇 品目横断的経営安定対策（担い手）
（収入減少影響緩和対策）

〇 稲作構造改革促進交付金（担い手以外）
（産地づくり対策の中で稲作構造改革促進交付金を措置）

あらかじめ算定
した額を地域に
毎年提示

面積

【転作部分や担い手育成等
への助成】

活用方法
は、地域
の創意工
夫により
右のいず
れかを地
域で選択
（一部の
融通も
可）

・生産者：国＝１：３で拠出

・対象品目ごとの収入と基準期間
の平均収入との差額を経営体
ごとに合算・相殺し、その減収額
の９割について、積立金の範囲
内で補てん。

・地域であらかじめ取り決めるこ
とにより、産地づくりとして転作
部分や担い手育成等に使用で
きる。

・担い手集積加算を産地づくりに
融通する場合は、担い手育成
に活用。

当該年の減収の９割に対する支払当該年の減収額の９割に対する支払

標準的収入

９割９割

収入の変動

５割

＋300円

基準価格・収入

稲作所得基盤確保対策

担い手経営

安定対策

当年産価格・収入

９割

・稲得 ： 生産者：国＝１：１＋300円
/60kgで拠出。
当年産価格が基準価格を
下回った差額の 5割＋300
円/60kgを積立ての範囲内
で補てん。

・担経 ： 生産者：国＝１：３で拠出。
稲得の上乗せとして、基準
収入と当年産収入の差額の
９割を積立ての範囲内で補
てん。

※生産調整参加者の
拡大に配慮して所要
の面積を上乗せ。そ
の際、この上乗せ部
分の一部については、
都道府県段階の判断
を踏まえて、産地の
需給改善に向けた流
通段階の取組に活用
可能とする。

※

-６-

（現行）

地域で
設定す
る単価
＝定額
補てん
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【単価】
〇 一般部分 ： 4,000円/10a
担い手集積

加算： 3,000円/10a※

※ 担い手集積加算は、２年以内に担い手へ
の集積が確実な場合に加算し、あらかじめ
取り決めた上で産地づくり交付金に融通す
る場合は担い手育成に活用。

【面積】
〇 算定する交付面積については、過去の稲得
加入面積から品目横断的経営安定対策（収入
減少影響緩和対策）の対象に移行すると見込
まれる生産者に係る面積を控除した面積を基
本に算定。

〇 また、担い手の育成・増加の見通し等を踏ま
え、期間中（19年～21年）に漸減するようあら
かじめ算定。

（※）生産調整参加者の拡大に配慮して所要の面積を上乗せ。その際、この上乗せ部分の一部に
ついては、都道府県段階の判断を踏まえて、産地の需給改善に向けた流通段階の取組に活用
可能とする。

（うち配慮分
50億円程度）

（うち配慮分
45億円程度）

（うち配慮分
40億円程度）

１９年 ２０年 ２１年

担い手集積加算

面積

単価

一
般
部
分

単価

担い手ナラシへ移行

非
担
い
手

担
い
手

担
い
手
増
加
の
見
通
し約50万ha

（概ね2/3）
約45万ha 約40万ha

（1/2）

10万ha
程度

配慮分 (※)

50億円程度 45億円程度 40億円程度

77万ha程度

290億円程度 270億円程度 220億円程度合計

-７-

品目横断的経営安定
対策へ移行

稲作構造改革促進交付金算定の考え方稲作構造改革促進交付金算定の考え方

【趣旨】
生産調整に取り組む担い手以外の生産者に対して、米の価格下落等の影響を緩和するための支
援を行うとともに、農地が担い手に集積される場合には加算が受け取ることができるよう措置。
なお、地域であらかじめ取り決めることにより、財源の全部又は一部を産地づくり交付金に融通す
ることが可能。

【生産者への補てん】
あらかじめ地域で設定した単価での定額補てん（ただし補てんは減収の９割が上限）。

※ 本交付金の全国ベースの所要額は、担い手の育成・増加の見通しを踏まえ、期間中（19～21年）に漸減するよう算定。

（参考）全国ベースの所要額についての考え方

・ 稲作構造改革促進交付金の生産調整参加者の拡大に配慮した上乗せ部分の一
部については、都道府県段階の判断を踏まえ、産地の需給改善に向けた流通段
階の取組みとして、翌年の生産調整の自主的な拡大を前提として、持ち越し在
庫の保管経費等への支援（4,000円/㌧）に活用することを可能とする。

-８-

稲作構造改革促進交付金の上乗せ部分の活用稲作構造改革促進交付金の上乗せ部分の活用

支援対象者に対する在庫対策の考え方

生
産
年
10
月

翌
年
10
月
末

翌
年
11
月
末
〜
４
月

翌
々
年
夏

在
庫
の
発
生/

申
請

確
認
・
支
払
い

収
穫

支援数量は次のア、イの範囲内
ア 都道府県別では、支援対象者（生産調整方針作成者）の販売未
契約分（生産調整未達の都道府県においては、未達分を控除）が
支援数量の上限
イ 全国ベースでは、豊作以外の要因による需要オーバー分が支援
数量の上限（例えば、17年産では17万㌧）

・都道府県
・地域協議会
・生産調整方針作成者
それぞれの需要見通しに「自主的目標数量」を設定

【市町村段階】
「自主的目標数量」
に応じた生産が行
われたかどうかを
チェック 交付金の使途

・加工用米への値引き販売
・消費拡大経費
・在庫の金利・倉敷料

【都道府県協議会】
支援対象者に対して、
支援数量×4,000円/㌧
を助成

販
売

稲作構造改革促進交付金の生産調整参加者の拡大に
配慮した上乗せ部分（19年産にあっては50億円）の活用

○
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-９-

○ 集荷円滑化対策の実効性の確保

・ 本対策の加入促進を図るため、生産者拠出金（1,500円/10a）を原資として
支払われる生産者支援金について、18年度以降の生産者拠出金を原資に支払
われる生産者支援金の単価を増額（3,000円/60kg→4,000円/60kg）するとと
もに、当該生産者拠出金について生産者支援金に充てた後も十分な資金が残
る場合には、生産者へ払い戻しを行う。

・ 豊作による過剰米を区分保管する措置の枠内で、米穀安定供給確保支援機構
の過剰米対策基金から行われる無利子短期融資（融資単価3,000円/60kg）につ
いて、その対象を弾力化し、豊作による過剰分のうち、出来秋の区分出荷に加
え、持ち越し在庫分も対象とする（この持ち越し在庫分に係る生産者支援金の
扱いについては今後検討）。

・ 生産者の拠出を産地づくり対策の交付要件とする。

平成１７年産米集荷円滑化対策の今後のスケジュール

※ 生産者支援金については、短期融資の償還を金銭または現物弁済したのちに、
生産者拠出に基づく支援金の支払（4,000円/60kg）

１８年
３月

１０月
１１月

１９年
３月

〜
・区分保管数量等の現地確認（１０月末日基準日とする現地確認）
・無利子短期融資の米穀機構への償還（金銭弁済または現物弁済）

（償還期限19年１月10日まで）
・生産者支援金の支払（4,000円／60kg（19年３月末日まで））※
・過剰米短期融資円滑化事業（1,000円/60kgを上限（1/2相当））

（申請期限19年１月15日まで）
・集荷奨励事業（1,000円/60kgを上限（申請期限19年１月15日まで））

○ 担い手に施策を集
中化・重点化し、構造
改革を加速化するた
めの対策

○ 農村地域を面とし
て活性化するため
の対策

○ 米の生産調整を円
滑に実施するための
対策

担い手(認定農業者
及び一定の条件を
備える集落営農で一
定の経営規模）

担い手以外も
含めた多様な
主体が参画す
る地域共同体

-１０-

関連する対策の関係図関連する対策の関係図

（19年度～）（19年産～） （19年産～）

品目横断的経営安定
対策の導入に伴い、米
の収入変動の緩和対策
を始め、従来から講じ
ている米政策の支援対
策を見直し

担い手を対象に、経営全
体に着目し、諸外国との生
産条件の格差から生じる不
利を補正するための補てん
と収入減少の影響を緩和す
るための補てんを実施

［内容］

・諸外国との生産条件の格
差から生じる不利を補正
（対象品目：麦、大豆、て
ん菜、でん粉原料用ばれ
いしょ）

・収入減少による影響を緩
和（対象品目：米、麦、
大豆、てん菜、でん粉原
料用ばれいしょ）

品目横断的経営安定
対策の導入に併せ、地
域の共同活動により、
農地・農業用水等の資
源や環境の保全向上を
図る新たな対策を導入

［内容］

・地域の共同活動として、
農地・農業用水等の資
源を保全する取組と面
的拡がりを持った環境
の保全向上に資する営
農活動を支援

［内容］

・担い手経営安定対策（米
の収入変動の緩和対策の
担い手部分）は品目横断
的経営安定対策へ移行

・産地づくり対策について
所要の見直し（担い手以
外の者に対する米の米価
下落対策等を行えるよう
措置）

・集荷円滑化対策は実効性
を確保し、実施

生産調整
実施者

施策の
対象者 ・・・

施策の
対象者

施策の
対象者 ・・・・・・

農地・水・環境
保全向上対策

品目横断的
経営安定対策

米の生産調整支援
策の見直し（米政
策改革推進対策）

車の
両輪

表裏
一体
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収入の変
動

当該年の減収額の9割に対する支払

9割

収入減少収入減少
影響緩和影響緩和
対策対策

標準的収
入

-１１-

「過去の生産実績に基づく支払」の 面積当たり単価 と「毎年の生産量・品質に基づく

支払」の 数量当たり単価 を合わせた水準は、現行対策とほぼ同じです

注１：全国の平均的単収と同一水準の市町村の場合であって、標準的な品質のものを生産した場合
の水準です。

注２：二条大麦及び六条大麦は、それぞれ普通大粒大麦及び普通小粒大麦のことです。

（円/10a，kg/10a）

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜
でん粉原料用
ばれいしょ

水 準 40,400 32,200 28,000 35,700 28,900 41,300 52,900

全国の平均的単収 388 362 322 333 203 5,760 4,350

販売収入

生産条件生産条件
不利補正不利補正
対策対策

米

担
い
手
の
生
産
コ
ス
ト

生
産
物
の
販
売
収
入

生
産
条
件
に
関
す
る
不
利

大豆

毎年の生産量・品質に基づく支払

過去の生産実績に基づく支払

麦
でん粉
原料用
ばれいしょてん菜

生産条件不利補正対策（日本型直接支払）

過去の生産実績は、平成16～18年産の平均

１９年産以降の品目横断的経営安定対策の概要１９年産以降の品目横断的経営安定対策の概要

① 国をはじめ、行政による生産数量目標の配分は行わないが、国による需
要見通し等の需給に関する情報提供に基づき、農業者・農業者団体が主体
的に需給調整を実施

② 生産調整方針作成者（方針作成者）がシステムの中核となり、地域水田
農業推進協議会（地域協議会）から提供される情報等を基に方針作成者自
らの生産数量目標を決定するとともに、当該方針作成者の生産調整方針に
参加する農業者に対し、生産数量目標を配分

③ 地域協議会は、行政、関係機関及び方針作成者の実効ある形での参画の
下、方針作成者間の調整、配分の一般ルールの設定等により方針作成者の
主体的な需給調整を支援し、地域全体の調整機関としての役割

① 各都道府県ごとの過去６年の需要実績のうち最高値と最低値を控除し
た中庸４年の平均値を、10割のウェイトで、都道府県別の需要見通しの
数値として算定

② 豊作その他の要因による各都道府県ごとの前年産米の需要見通しを上
回る生産があった場合には、当該過剰生産分を、全国の需給状況を勘案
した上で、該当都道府県の需要見通しの数値から控除

③ 上記を基本に、技術的細部について食料・農業・農村政策審議会食糧
部会の意見を聴いた上で透明性・客観性を持って算定

-１２-

新たな需給調整システムにおいて、国から都道府県へ提供する都道府県
別の需要量に関する情報の内容は、以下により算定した数値とします。
（本年秋から適用）

次ページ以降で新たな需給調整システムの概要及び考え方等をご紹介します。

新たな需給調整システムの考え方新たな需給調整システムの考え方

都道府県別の需要量に関する情報提供の考え方都道府県別の需要量に関する情報提供の考え方
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食
糧
部
会

第三者機関
的組織（都道
府県協議会）
（県、県中、県本部等）

米穀機構

国

・全国の
需要見通
し
・都道府
県別の需
要情報

市町村別(地
域別）の需
要情報

都
道
府
県

市町村別（地
域別）の
需要情報

市町村

第三者機関的組織
（地域協議会）

（市町村、ＪＡ等全方針作成者等）

農
業
者
・農
業
者
団
体
が
主
体
的
に
需
給
調
整
を
実
施

・集荷・販
売等
需給情報

・集荷・販
売等
需給情報

県中、全農
県本部、県
集連等

情
報
提
供

全中、全農、
全集連等

情
報
提
供

マーケットからの情報

意
見

・ＪＡ等の方針作成者が実効ある
形で参画
・ＪＡ等の方針作成者間の調整、担
い手や自給的農家の扱い等の配
分の一般ルールを設定
・ビジョンの実現に向けた地域全
体の調整機関としての役割を遂行

生産調整方針作成
者の主体的な需給
調整を支援

生産調整方針作成者
（ＪＡ等）

農業者

方針に参加
している農
業者に配分

地域協議
会等から
の情報を
基 に Ｊ Ａ
等の方針
作成者自
らの生産
目標数量
を決定

過去の需要実績に
よる需要見通し
（１０割）

①豊作による過剰分
②過剰作付けに伴う需要見通しを上回る生産分
を全国の需給状況を勘案した上で、該当都道府県ごとに控除

都道府県別の
需要量に関する情報

過去６年の需要実績のうち
最高値と最低値を控除した
中庸４年の平均（６中４）

【都道府県別の需要量に関する情報提供の基本的考え方】

-１３-

新たな需給調整システムの概要新たな需給調整システムの概要

-１４-

国　　段　　階

１１月

情報提供
（国から都道府
県へ、全国農業
者団体・集荷団
体から都道府県
農業者団体・集
荷団体へ、米穀
機構から全国
へ）

新たな需給調整システムの具体的な流れの考え方

７月

　都道府県、地域段階における翌年
産に向けた議論の開始

〈参考〉
　以上のデータを基に、国が都道府
県別需要情報の算定に用いる算定方
式（公表）で計算すれば、この段階
で、翌年産米の都道府県ごとの需要
情報を推計することが可能。

意見

食料・農業・農村政策審議会食糧部会（第三者機関）

農業者団体・集荷団体、
米穀機構等

基本指針において策定、公表、通知

意見

基本指針において策定、公表、通知

国が策定

県 別
翌 年 産 米 の 需 要
量 に 関 す る 情 報

Ａ 県 9 8 , 0 0 0
Ｂ 県 4 9 0 , 0 0 0
Ｃ 県 2 9 4 , 0 0 0
Ｄ 県 1 9 6 , 0 0 0
Ｅ 県 3 9 2 , 0 0 0
～ ～

全 国 計 8 2 3 万 ト ン

⑥の都道府県別翌年産米の需要量に関
する情報の算定方式（公表）

都道府県別の需要量に関する情報

【国】【国】

①　前年７月から当年６月までの１年間の全国
　及び都道府県別の需要実績（販売実績）

②　当年７月から翌年６月までの１年間（当年）
　の全国の需給見通し

③　翌年７月から翌々年６月までの１年間の全
　国の需要見通し（翌年の需要量の見通し）
　（例：840万トン）

④　当年の需要を超えて供給される米の見込み
　量（官民の在庫の状況も勘案して算定）
　（例：17万トン）

⑤　④を考慮した全国の翌年の改訂需要見通し
　（＝必要と見込まれる翌年産米の生産量）
　（③－④＝823万トン）

⑥　都道府県別の翌年産米の需要量に関する
　情報
　（例：下表）

意見作柄の
判明

意見

①　前年７月から当年６月までの１年
　間の全国及び都道府県別の需要実績
　（販売実績）（速報値）

②　当年７月から翌年６月までの１年
　間（当年）の全国の需給見通し（速
　報値）

③　翌年７月から翌々年６月までの１
　年間の全国の需要見通し（翌年の需
　要量の見通し）（速報値）

19年産米以降の都道府県別の需要量に関する情報の算定手法

過去の需要
実績による

需要見通し
＝

10割の
ウェイト

都道府県別
需要見通し

全国の需要見通しに
ついて、各都道府県

別のシェアを算定し、
これに応じて按分

６中４
（注）

（注）都道府県ごとに直近６カ年の各年の需要実績補正値のうち最高年と最低年の数値を除外した４年分の平均値

① 豊作による過剰生産分

② 過剰作付けに伴う需要
見通しを上回る生産分

を全国の需給状況を勘案し
た上で、該当都道府県ごと

に控除

都道府県別の需要量に関する情報

都道府県別
需要実績

直近６カ年の
各年ごと

新たな需給調整システムの具体的な流れの考え方新たな需給調整システムの具体的な流れの考え方
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※市町村別の需要量に関する情報については、必要に応じこれを更に細分化し地域別に提供

情報提供
（都道府県か
ら市町村へ、
都道府県農業
者団体・集荷
団体からＪＡ
等の生産調整
方針作成者
へ）

１２月

市 町 村 別
翌 年 産 米 の 需 要 量

に 関 す る 情 報

a 町 1 0 0 , 0 0 0
ｂ 市 9 0 , 0 0 0
c 村 8 0 , 0 0 0
d 市 7 0 , 0 0 0
e 町 6 0 , 0 0 0
f 村 9 0 , 0 0 0

Ｂ 県 下

全 市 町 村
4 9 0 , 0 0 0

【算定方式】

Ｂ県が
算定

市町村別の翌年産米の需要量に関する情報を次の算式により算定
○　前年産の需要実績：X％
○　販売戦略的要素：Ｙ％
　 〈例〉

・販売実績
・高品質米（品質状況）
・販売先との結びつき
・担い手の状況
・環境保全型農業の取組

市町村別の需要量に関する情報

【Ｂ県】
Ｂ県の翌年産米の需要量に関する情報

＝
490,000トン

国からのＢ県の需要量に関する情報を基に、市町村別の翌
年産米の需要量に関する情報（※）を算定

【第三者機関的組織】（例：Ｂ県水田農業推進協議会）

農業者団体・集荷団体（県中、全農県本部（経済連、県単一農協）、県集連
等）、行政機関（県、県関係機関）、県農業会議、消費者団体、実需者団体、
流通業者団体、担い手農業者等生産者、学識経験者等

都道府県の農業者団体・集荷団体等からの集荷・販売等の
情報を踏まえ、Ｂ県が算定する市町村別の翌年産米の需要
量に関する情報について、議論、検討

都 道 府 県 段 階

-１５- -１６-

例えば　ろ方針作成ＪＡ

【例：ｂ地区地域水田農業推進協議会】（第三者機関的組織）
生産調整方針作成者（ＪＡ、集荷業者、農業者等）、行政機関（市町村、都道府県の出先機関等）、農業
委員会、消費者団体、実需者団体、流通業者団体、学識経験者等

ｂ市が算定する地域別の需要量に関する情報を基に、生産調整方針作成者（方針作成者）か
らの集荷・販売等の情報を踏まえ、
①　地域としての生産調整への取組の基本方針の設定（地域水田農業ビジョンと整合）
②　管内の方針作成者ごとの翌年産米の需要量に関する情報の算定、ＪＡ等方針作成者間
　の調整
③　管内の方針作成者から傘下の方針参加農業者への、生産数量目標の配分の一般ルー
　ル（算定方式）の設定

【算定方式】

１～２月

＝

第三者機関的組織で設定された、傘下の方針
参加農業者への生産数量目標の配分の一般
ルール（算定方式）に則して、ＪＡ等の方針作
成者自ら算定方式を決定の上、配分

方針に参加
する農業者へ
配分

ｂ地区地域水田農業
推進協議会が算定

ＪＡ等の方針作成者別の需要量に関する情報

い方針作成集荷業者 ろ方針作成ＪＡ は方針作成農業者 ～ ｂ市合計
30,000 48 ,000 10 ,000 ～ 90 ,000

【ｂ市】

＝
90,000トン

情報提供

Ｂ県からのｂ市の需要量に関する情報を基に、地域別の翌年産米の需要量に関する
情報を算定

ｂ市の翌年産米の需要量に関する情報

市 町 村 段 階

方針作成者ごとの翌年産米の需要量に関する情報を次の算式により算定
○　農業者の水田面積：Ｘ％
○　前年産の需要実績：Ｙ％
○　販売戦略的要素：Ｚ％（〈例〉販売先との結びつき、一等米比率、特別栽培米等の取組、担い手の状況）

方針参加農業者ⅰ方針参加農業者ⅱ方針参加農業者ⅲ方針参加農業者ⅳ方針参加農業者ⅴ … 方針参加農業者計

150 220 510 50 360 … 48,000

＝

48,000トンに決定

第三者機関的組織で算定され提供される方針作成者ごとの需要量に関する情報を

踏まえて、ＪＡ等の方針作成者自らの生産数量目標を決定
決定！
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個別農業者（法人を含む）の場合
～19年産からの新たな需給調整システム～

JA等の生産調整方針に参加

生産調整方針作成者が生産数
量目標（及び作付面積目標）
を決定

生産調整方針参加の農業者へ配分

農 業 者

実施確認主体（地域協議会）による作付状況の確認（面積で確認）

農業者が配分を受けた作付
面積目標内の作付け

生産調整実施者 生産調整実施者でない者

農業者が配分を受けた作付
面積目標を超える作付け

営農計画書等を提出
営農計画書等を
提出しない者

その他の
農業者

（参考 ～18年産までの現行システム～）

農 業 者
実施計画書を
提出しない者

市町村による作付状況の確認（面積で確認）

配分を受けた作付
目標面積内の作付け

配分を受けた作付目標
面積を超える作付け

生産調整実施者 生産調整実施者でない者

生産数量目標（及び作付
面積目標）を自ら決定

市町村長

全ての農業者へ生産目標数量
（及び作付目標面積）を配分

生産調整方針を自ら
作成している者

その他の農業者
JA等の生産調整方針
に参加している者

実施計画書を提出

-１７-

新たな需給調整システムのもと、国の支援を受けるための生産調整実施者であるか否かの確認
について、個別農業者（法人含む）の場合と団体（任意組織）の場合に分けて整理すると次のと
おりです。

生産調整方針を自ら作成生産調整方針を自ら作成

地域協議会において、生産調整方針作成者ごとの需要量に関する
情報や農業者への生産数量目標配分の一般ルールについて協議

生産調整方針とは、
① 生産調整の的
確な実施
② 集荷円滑化対
策の的確な実施
等の方針を記載。

生産調整方針とは、
① 生産調整の的
確な実施
② 集荷円滑化対
策の的確な実施
等の方針を記載。

支援を受けるには生産調整実施者であることが必要！支援を受けるには生産調整実施者であることが必要！

団体として自ら生産
調整方針を作成

生産調整方針作成者が生産
数量目標（及び作付面積目
標）を決定

団体に対して配分

団 体

団体の作付面積目標内
の作付け

生産調整実施者 生産調整実施者でない者

団体の作付面積目標
を超える作付け

営農計画書等を提出
営農計画書等を
提出しない団体

注 構成員ごとの状況は問わない 注 構成員ごとの状況は問わない

市町村長

団 体 実施計画書を
提出しない団体

団体単位で、生産目標数量
（及び作付目標面積）を配分

団体として自ら生産
調整方針を作成

市町村による作付状況の確認（面積で確認）

団体全体の作付
目標面積内の作付け

生産調整実施者 生産調整実施者でない者

団体としてJA等の生産
調整方針に参加

注 構成員ごとの状況は問わない 注 構成員ごとの状況は問わない

（参考 ～18年産までの現行システム～）

団 体（任意組織）の場合
～19年産からの新たな需給調整システム～

団体全体の生産数量目標
（及び作付面積目標）を
自ら決定

団体としてJA等の生産
調整方針に参加

団体全体の作付目標
面積を超える作付け

-１８-

実施計画書を提出

生産調整方針とは、
① 生産調整の的
確な実施
② 集荷円滑化対
策の的確な実施
等の方針を記載。

生産調整方針とは、
① 生産調整の的
確な実施
② 集荷円滑化対
策の的確な実施
等の方針を記載。

実施確認主体（地域協議会）による作付状況の確認（面積で確認）

地域協議会において、生産調整方針作成者ごとの需要量に関する
情報や農業者への生産数量目標配分の一般ルールについて協議
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新たな需給調整システムでは、関係機関の支援を受けながら、農業者・農業
者団体が主体的に需給調整を実行していくこととなることから、ＪＡ等の生産
調整方針作成者（方針作成者）を始めとするすべての関係者は、新たな需給調
整システムの中での自らの役割を認識し、生産調整の円滑な実施のための体制
作りや手続き等の準備を早い段階から進めることが必要となります。

-１９-

次ページ以降にＪＡ等の方針作成者や地域協議会で準備を進めていただく事
項を整理しましたので、今後の新たな需給調整システムへの円滑な移行に向け
た取組に、ご活用下さい。
なお、このパンフレットに掲載している例は、一般的な例であり地域の実情
に応じてご検討下さい。

ＪＡ等の方針作成者は、自らの生産調整方針に参加する農業者に対し米の生
産数量の目標（生産数量目標）を通知することから、すべての方針作成者は、
地域協議会において、地域水田農業ビジョンの点検・見直し、配分の一般ルー
ルの設定、方針作成者ごとの需要量に関する情報の算定等、地域の需給調整の
方針の検討段階から事務局、幹事会等での実質的な議論に参画することが必要
です。

このため、地域協議会の構成員となっていない方針作成者がいる場合には、
構成員となる手続きを行う、また、方針作成者が多数で全てを構成員とするこ
とが困難な場合には、地域協議会の下に全ての方針作成者による分科会等を別
途設置する等、すべての方針作成者の意見を踏まえた議論となるような体制を
整備することが必要です。

-２０-

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

○ すべての方針作成者や担い手等の農業
者の意見が反映される体制づくり

○ 協議会への参画促進の働きかけ

方針作成者 方針作成者

○ ビジョンの点検・見直し
○ 配分ルールの設定
○ 方針作成者ごとの需要量に関
する情報の算定

分科会、幹事会等を設置

方針作成者

ＪＡ等の
方針作成者

農業者

市町村 学識経験者

消費者

実需者

構成員と
なっていない
方針作成者へ
は、参画する
よう働きかけ
る

地方農政
事務所等

農業
委員会
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-２１-

ＪＡ等の方針作成者は、自らの生産調整方針に参加する農業者を明確にし、方針参加
農業者リストを整備する必要があります。

農地基本台帳農地基本台帳
水田台帳水田台帳

水田情報
システム

生産調整
方針

生産調整
方針

18年産水稲
生産実施計画書
(営農計画書）

等

18年産水稲
生産実施計画書
(営農計画書）

等参加の意思表示
（同意）

①生産調整方針に参
加する農業者を把握

③水田に関す
る色々な情報
からリストを
整備

②他の方針作成
者と重複してい
ないかチェック

18年産
水稲生
産実施
計画書
等

18年産
水稲生
産実施
計画書
等

同意

① 既に18年産の水稲生産実施計画書、出荷契約書等により生産調整方
針への参加の意思表示をしている農業者を把握。又は新たに生産調整
方針の参加者を把握する。

② ①で把握した参加者が他の方針作成者と重複して参加していないか
を書類の突合や情報交換等によりチェックする。

③ 水田台帳、水田情報システム、農地基本台帳等の水田に関する色々
な情報からリストを整備（行政や農業委員会等から情報提供を円滑に
行う必要あり）する。

・氏名
・住所

・水田面積
・作付情報
・受委託情報
・その他配分事務
に必要な情報 等

・氏名
・住所

・水田面積
・作付情報
・受委託情報
・その他配分事務
に必要な情報 等

方針参加農業者リスト

-２２-

ＪＡ等の方針作成者に、水田台帳等の個人情報を提供する場合、その情報
の管理者は、個人情報の取り扱いに注意し、条例等の規定に基づき適切に対
応する必要があります。

パターン３ 条例等に基づき、審査会等に諮問し答申を得る。

ＪＡ等の
方針作成者 提供

答申

市町村市町村
諮問

審査会等審査会等

パターン１ 農業者本人から同意を取る。

ＪＡ等の
方針作成者

農業者市町村 同意

今年は、同意書等今年は、同意書等

＜個人情報の提供対応例＞

提供

パターン２ 条例等（組織内部の規定等)に 「法令等の定める事務又は事業の遂
行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用する
ことについて相当な理由のあるとき。」のような規定があり、管理者がこの規定
にあたると判断した場合。

市町村の個人情報
管理部門の判断

市町村の個人情報
管理部門の判断

ＪＡ等の
方針作成者 条例条例市町村 判断提供

※ 来年からは、ＪＡ等の方針作成者へ提出する出荷契約書や地域協議会に提
出する営農計画書等の中で同意を取るなどの効率的な手法も検討しましょう。




